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当
署
で
は
、
令
和
４
年
に
お
け
る
第
三
次
産
業
で
の
休
業
４
日

以
上
の
死
傷
者
数
が
124
人
と
、
直
近
10
年
間
で
過
去
最
多
と
な

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
第
三
次
産
業
に
お
け
る
自
主
的
な
安
全
衛

生
活
動
を
推
進
す
る
た
め
、『
「
死
亡
災
害
ゼ
ロ
・
ア
ン
ダ
ー

松

阪
＆
多
気
」
第
三
次
産
業
・
ゼ
ロ
災
運
動

』
を
企
画
し
、
令
和

令
和
５
年
９
月
20
日
～
令
和
５
年
12
月
28
日
の
100
日
間
、
無
災

害
に
挑
戦
す
る
事
業
場
を
募
集
し
ま
し
た
。 

 

参
加
い
た
だ
い
た
事
業
場
で
は
、
ゼ
ロ
災
運
動
100
の
カ
レ
ン

ダ
ー
を
見
や
す
い
位
置
に
掲
示
し
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る

と
と
も
に
安
全
に
対
す
る
意
識
の
「
見
え
る
化
」
を
行
っ
た
り
、

派
遣
社
員
に
対
し
て
給
料
明
細
に
同
封
で
啓
蒙
資
料
の
郵
送
や

ス
タ
ッ
フ
本
人
と
の
電
話
で
の
注
意
喚
起
を
行
っ
た
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
ま
し
た
。 

 

そ
の
結
果
、
６
事
業
場
が
100
日
間
無
災
害
を
達
成
さ
れ
ま
し

た
。
達
成
事
業
場
と
各
取
組
内
容
の
詳
細
は
、
三
重
労
働
局
Ｈ
Ｐ

内
「
松
阪
労
働
基
準
監
督
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
」
に
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
労
働
災
害
防
止
活
動
の
参
考
と

し
て
是
非
ご
活
用
く
だ
さ
い
。 

 

来
年
度
も
、
無
災
害
運
動
の
実
施
を
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、

是
非
参
加
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

松阪労働基準監督署 お知らせ 検 索 

 

令
和
５
年
に
管
内
で
発
生
し
た
労
働
災
害
を
事
故

の
型
別
に
み
る
と
、「
墜
落
・
転
落
」
災
害
が
55
件
と
、

「
転
倒
」
の
62
件
に
次
い
で
多
く
発
生
し
、
う
ち
約
３

割
が
運
輸
交
通
・
貨
物
取
扱
業
で
発
生
し
て
い
ま
す

（
令
和
６
年
２
月
末
値
）。 

 

荷
役
作
業
は
ホ
ー
ム
端
や
荷
台
上
な
ど
か
ら
の
転

落
の
危
険
を
伴
い
ま
す
。
左
記
荷
役
作
業
時
の
墜
落
・

転
落
災
害
防
止
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。 

 

福
山
通
運
株
式
会
社
（
松
阪
市
）
で
は
、
荷
捌
場
の

ホ
ー
ム
端
か
ら
の
転
落 

を
防
ぐ
た
め
に
歩
行
や 

荷
の
取
扱
い
作
業
を
禁 

止
す
る
「
ゼ
ブ
ラ
ゾ
ー 

ン
」
を
明
示
し
、
危
険 

の
「
見
え
る
化
」
に
よ 

る
注
意
喚
起
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。 

管
内
安
全
対
策
紹
介 コーナー 
安全衛生活動の掲載にご

協力いただける事業者の

方は、ご連絡ください。

（0598-51-0015） 

 

令
和
６
年
３
月
６
日
、
行
動
災
害
の
発
生
防
止
に
係
る

研
修
会
を
開
催
し
、
主
に
転
倒
や
腰
痛
災
害
の
防
止
に
つ

い
て
説
明
し
ま
し
た
。
研
修
会
で
は
、
4S
活
動
（
整
理
・

整
頓
・
清
掃
・
清
潔
）
の
実
施
や
、
３
管
理
１
教
育
（
作
業

管
理
・
作
業
環
境
管
理
・
健
康
管
理
・
労
働
衛
生
教
育
）
の

実
施
等
の
災
害
発
生
防
止
対
策
の
他
、S

A
F
E

コ
ン
ソ
ー

シ
ア
ム
等
の
情
報
発
信
サ
イ
ト
の
紹
介
を
行
い
ま
し
た
。 

 

当
署
で
は
、
来
年
度
も
定
期
的
に
各
種
研
修
会
を
実
施

し
ま
す
。
研
修
会
は
「
労
働
局
・
労
働 

基
準
監
督
署
説
明
会
等
受
付
サ
イ
ト
」 

で
も
ご
案
内
す
る
予
定
で
す
。
下
記
QR 

コ
ー
ド
先
サ
イ
ト
か
ら
所
轄
の
監
督
署 

を
選
択
し
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

 

（事業場提供写真） 

松阪労働基準監督署 お知らせ 検 索 

☑雨天時等滑りやすい状態で作業を行う場合

には耐滑性の靴を使用すること 

☑作業を行う前に作業場所や周辺の床・地面

の凹凸などの確認、整理整頓を行うこと 

☑トラックの荷台や荷の上での作業お飛び移

動はできるだけ避け、地上での作業や地上を

移動することを検討すること 

☑やむを得ず荷台や荷の上で作業をする際

は、荷台端部付近で荷台外側に背を向けない

ようにすること 

☑テールゲートリフターを使用して荷を積み

卸す作業は特別教育修了者に行わせること 

☑床面と荷台との昇降について安全に昇降で

きる設備を設置すること 

（積載荷重２ｔ以上） 

☑保護帽を着用すること 

（積載荷重２ｔ以上） 
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令
和
５
年
１
月
～
12
月
に
お
け
る
休
業
４
日
以
上
の
死
傷

者
数
は
、
前
年
同
期
よ
り
９
人
減
少
し
、
256
人
（
３
％
減
）
で

し
た
。 

 

ま
た
、
令
和
６
年
に
お
け
る
休
業
４
日
以
上
の
死
傷
者
数

は
、
前
年
同
期
の
25
人
か
ら
５
人
減
少
し
、
20
人
（
20
％
減
）

と
な
り
ま
し
た
。
業
種
別
で
み
る
と
、
全
体
的
に
減
少
傾
向
が

認
め
ら
れ
る
中
、
林
業
で
は
前
年
同
期
の
１
人
か
ら
４
人

（
300
％
増
）
と
大
幅
に
増
加
し
て
い
ま
す
。 

 

事
故
の
型
別
で
み
る
と
「
動
力
運
搬
機
」
に
よ
る
災
害
が
６

件
と
最
も
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。
ト
ラ
ッ
ク
や
フ
ォ
ー
ク

リ
フ
ト
に
よ
る
災
害
が
こ
れ
に
該
当
し
、
管
内
で
は
主
に
荷

台
か
ら
の
墜
落
や
積
荷
の
落
下
に
よ
る
災
害
が
発
生
し
て
い

ま
す
。 

 

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
等
の
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
を
使
用
す

る
と
き
は
事
前
に
作
業
計
画 

を
立
て
て
、
労
働
者
に
周
知
し 

当
該
計
画
に
基
づ
い
て
作
業
を 

行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

労
働
者
に
確
実
に
伝
わ
る
よ 

う
作
業
計
画
書
な
ど
を
準
備
し 

作
業
方
法
を
現
場
ま
か
せ
に
す 

る
こ
と
な
く
、
安
全
な
荷
役
作 

業
が
徹
底
さ
れ
る
よ
う
に
し
て 

く
だ
さ
い
。 

災
害
速
報
（
令
和
６
年
２
月
末
現
在
） 

 

令
和
５
年
の
死
傷
者
数
は
256
人
、 

 
 

令
和
６
年
の
死
傷
者
数
は
20
人
に
‼ 
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松阪＆多気 各月末時点における労働災害発生状況

令和6年 令和5年 令和4年 アンダー240目安線

アンダー２４０

▶身近な「はたらくひと」に「今日も一日安全に働こう」と思わせるイラスト（共催：松阪労働基準協会、建設業労働災害防止協会三重県支部松阪分

会、林業・木材製造業労働災害防止協会三重県支部松阪分会）を、松阪・多気地区の未就学児から募集し、多数のご応募をいただきました。松阪安衛

月報では、応募作品を紹介しています。 

第３回「はたらくひと」募集イラスト紹介 

労働安全衛生規則第 151条の３ 

事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業

（不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道

路上の走行の作業を除く）を行うときは、あらか

じめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該

車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類

及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当

該作業計画により作業を行わなければならない。 


